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�愛媛県告示第７７８号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

松山市勝岡町１２６８の１、１２６８の１０、１２６８の１１

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

指定理由の消滅

�愛媛県告示第７７９号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広
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公 告

�公 告

愛媛県武道館の指定管理者の募集について

愛媛県武道館の指定管理者を次のとおり募集する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 愛媛県武道館（以下「武道館」という。）の概要

１ 所 在 地 愛媛県松山市市坪西町５５１番地

２ 設 置 目 的 武道その他のスポーツの振興を図るとともに、広く

県民の心身の健全な発達に寄与するために必要なス

ポーツ行事の実施及び施設の提供並びに県民の体力

の保持及び増進に関する相談及び指導

３ 施 設 規 模 � 規模

ア 設置許可面積 ３３，９７８．５０�
イ 建築面積 １０，２９９．６４�
ウ 延床面積 １７，４９９．８４�
エ 駐車場面積 ６，５９０．７７�

� 構造

木造一部鉄筋コンクリート造（地下１階、地上

４階）

� 施設内容

主道場（柔道場又は剣道場８面設置可能・多目

的利用可能、観客席２階２，９３２席・１階フロア臨

時席約３，６００席設置可能）

柔道場（３面常設、観客席２７８席）

剣道場（３面常設、観客席２７８席）

副道場（各種武道場２面常設、観客席１３２席）

トレーニング室（各種トレーニング機器設置）

会議室（３室）

� 駐車台数

２１９台（正面駐車場７２台（うち身体障害者用６

台）、東側駐車場１４７台（うち大型バス専用５台））

４ 業 務 概 要 � スポーツ行事の実施に関する業務

� スポーツに関する情報の収集及び提供に関する

業務

� 体力の保持及び増進に関する相談及び指導に関

する業務

� 施設の提供に関する業務

� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� 武道館の業務の実施に関する業務

� 武道館の利用の許可に関する業務

� 武道館の利用に係る料金の収受に関する業務

� 武道館の利用の促進に関する業務

� 武道館の施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県武道館管理条例（平成１７年愛媛県条例第７２号）の規定に

よるほか、武道館の管理運営に当たっては、関係法令を遵守する

こと。

４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を置き、又は

置こうとする法人その他の団体（以下「法人等」という。）で、

武道館の指定管理者の募集に係る参加意思表明書を提出したも

ののうち、次のいずれにも該当しない法人等とする。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条第

１項の規定により愛媛県における一般競争入札の参加の資格

を有しない法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）等の

規定に基づき更生、再生又は破産手続等をしている法人等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制下にある法人等

ク 役員（法人でない団体で、代表者又は管理人の定めがある

ものの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれか

に該当する者がいる法人等

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に該

当する者

� 複数の法人等での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同による申請ができる。

� 新設法人等の扱い

武道館の管理運営のため、新たに法人等を設立する場合は、

申請時に設立していなくても、その名称等を使用して申請でき

ることとする。

ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理

者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法務局

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野村柳谷線

西予市野村町舟戸２２６５番２地先から

同町舟戸２３４９番地先まで
旧 ４．４～１０．６ ０．３１６

西予市野村町舟戸２２６５番２から

同町舟戸２３４９番地先まで
新 １０．６～８０．４ ０．３０６
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登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月２４日（金）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものにより、

同日午後５時１５分までに必着のこと。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 武道館の管理を適正かつ確実に行うことができると認めら

れるものであること。

イ 武道館の設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成するこ

とができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補者を選定する。ただし、申請者が１団

体のみであった場合には、審査会による審査を省略する場合が

ある。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等（以下「申請者」という。）

は、次の書類を提出するものとする。

� 指定管理者指定申請書

� 武道館の管理運営に関する事業計画書及び武道館の管理運営

に関する収支計画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における申

請者の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利

益処分計算書その他経営の状況を明らかにする書類

� 申請書類を提出する日の属する事業年度における申請者に関

する事業計画書及び収支予算書

� 申請者の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書

	 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書


 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県スポーツ・文化部スポーツ局地域スポーツ課

スポーツ企画グループ

電話番号 （０８９）９４７―５６６０

１０ その他

詳細は、募集要項による。

�公 告

愛媛県県民文化会館の指定管理者の募集について

愛媛県県民文化会館の指定管理者を次のとおり募集する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 愛媛県県民文化会館（以下「会館」という。）の概要

１ 所 在 地 本館

愛媛県松山市道後町二丁目５番１号

別館

愛媛県松山市道後町二丁目９番１４号

２ 設 置 目 的 県民の文化の振興を図るため、各種の行事又は集会

の用に供する。

３ 施 設 規 模 本館

� 規模

ア 敷地面積 ２３，５６９．６５�
イ 建築面積 １１，３３６．９１�
ウ 延床面積 ４１，６５１．３９�
エ 西側駐車場面積 ３，３２８�

� 構造

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造

（地下２階、地上５階）

� 施設内容

メインホール（２，７１５席）

サブホール（９０４席）

多目的ホール（真珠の間）

リハーサル室（４室）

楽屋（２７室）

会議室（９室）

� 駐車台数

３０３台（地下９５台（うち身体障害者用４台）、

地上８８台（うち身体障害者用４台）、西側１２０台）

別館

� 規模

ア 敷地面積 ４，９９７．４�
イ 建築面積 ２，１２５．７�
ウ 延床面積 ２，１２５．７�

� 構造

鉄筋コンクリート造平屋

� 施設内容

会議室（１１室）

� 駐車台数

１１台

４ 業 務 概 要 � 県民の文化の振興を図るための各種の行事又は

集会に必要な施設の提供に関すること。

� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� 会館の業務の実施に関する業務

� 会館の利用の許可に関する業務

� 会館の利用に係る料金の収受に関する業務

� 会館の利用の促進に関する業務

� 会館の施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県県民文化会館管理条例（平成１７年愛媛県条例第７１号）の

規定によるほか、会館の管理運営に当たっては、関係法令を遵守

すること。

４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等
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� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を置き、又は

置こうとする法人その他の団体（以下「法人等」という。）で、

会館の指定管理者の募集に係る参加意思表明書を提出したもの

のうち、次のいずれにも該当しない法人等とする。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条第

１項の規定により愛媛県における一般競争入札の参加資格を

有しない法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）等の

規定に基づき更生、再生又は破産手続等をしている法人等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制下にある法人等

ク 役員（法人でない団体で、代表者又は管理人の定めがある

ものの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれか

に該当する者がいる法人等

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に該

当する者

� 複数の法人等での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同による申請ができる。

� 新設法人等の扱い

会館の管理運営のため、新たに法人等を設立する場合は、申

請時に設立していなくても、その名称等を使用して申請できる

こととする。

ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理

者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法務局

登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月２４日（金）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものにより、

同日午後５時１５分までに必着のこと。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 会館の管理を適正かつ確実に行うことができると認められ

るものであること。

イ 会館の設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成すること

ができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補者を選定する。ただし、申請者が１団

体のみであった場合は、審査会による審査を省略する場合があ

る。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� 会館の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における申

請者の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利

益処分計算書その他経営の状況を明らかにする書類

� 申請書類を提出する日の属する事業年度における申請者に関

する事業計画書及び収支予算書

� 申請者の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書

	 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書


 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県スポーツ・文化部文化局文化振興課文化施設係

電話番号 （０８９）９４７―５４８０

１０ その他

詳細は、募集要項による。

�������
�公 告

愛媛県生活文化センターの指定管理者の募集について

愛媛県生活文化センターの指定管理者を次のとおり募集する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 愛媛県生活文化センター（以下「センター」という。）の概要

１ 所 在 地 愛媛県松山市北持田町１３９番地２

２ 設 置 目 的 県民の生活文化の向上を目的とする各種の行事又は

集会の用に供する。

３ 施 設 規 模 � 規模

ア 敷地面積 ２，４１４．８４�
イ 建築面積 ９３７．３５�

（茶室の面積を除く。）

ウ 延床面積 ２，４５８．７０�
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（茶室の面積を除く。）

エ 茶室「和松庵」

建築面積 ８６．５１�
オ 駐車場面積 ９２８．９２�

� 構造

ア 鉄筋コンクリート造

（一部地下１階、地上３階）

イ 茶室 木造瓦葺平屋建

� 施設内容

大広間（１５２畳（３００人収容））

第１研修室（１００人）

第２研修室（８０人）

第３研修室（２０人）

小会議室（１２人）

中会議室（１６人）

調理研修室（３０人）

和室（８室）

茶室（８畳、４畳半）

� 駐車台数

４０台（うち身体障害者用２台）

４ 業 務 概 要 � 県民の生活文化の向上を目的とする各種の行事

又は集会に必要な施設の提供に関すること。

� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� センターの業務の実施に関する業務

� センターの利用の許可に関する業務

� センターの利用に係る料金の収受に関する業務

� センターの利用の促進に関する業務

� センターの施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県生活文化センター管理条例（平成１７年愛媛県条例第７０号）

の規定によるほか、センターの管理運営に当たっては、関係法令

を遵守すること。

４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を置き、又は

置こうとする法人その他の団体（以下「法人等」という。）で、

センターの指定管理者の募集に係る参加意思表明書を提出した

もののうち、次のいずれにも該当しない法人等とする。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条第

１項の規定により愛媛県における一般競争入札の参加資格を

有しない法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）等の

規定に基づき更生、再生又は破産手続等をしている法人等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制下にある法人等

ク 役員（法人でない団体で、代表者又は管理人の定めがある

ものの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれか

に該当する者がいる法人等

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に該

当する者

� 複数の法人等での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同による申請ができる。

� 新設法人等の扱い

センターの管理運営のため、新たに法人等を設立する場合は、

申請時に設立していなくても、その名称等を使用して申請でき

ることとする。

ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理

者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法務局

登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月２４日（金）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものにより、

同日午後５時１５分までに必着のこと。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア センターの管理を適正かつ確実に行うことができると認め

られるものであること。

イ センターの設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成する

ことができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補者を選定する。ただし、申請者が１団

体のみであった場合は、審査会による審査を省略する場合があ

る。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における申

請者の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利

益処分計算書その他経営の状況を明らかにする書類

� 申請書類を提出する日の属する事業年度における申請者に関

する事業計画書及び収支予算書
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� 申請者の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書

� 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県スポーツ・文化部文化局文化振興課文化施設係

電話番号 （０８９）９４７―５４８０

１０ その他

詳細は、募集要項による。

�������
�公 告

萬翠荘の指定管理者の募集について

萬翠荘の指定管理者を次のとおり募集する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 萬翠荘の概要

１ 所 在 地 愛媛県松山市一番町三丁目３番地７

２ 設 置 目 的 県民の文化財に対する理解を深めるため、歴史的建

造物として保存し、公開するとともに、県民の文化

の振興を図るため、各種の行事又は集会に必要な施

設を提供する。

３ 施 設 規 模 � 規模

ア 敷地面積 ９，８８０．１７�
イ 建築面積 ４０９．９１�

（附属施設の面積を除く。）

ウ 延床面積 ８８７．５８�
（附属施設の面積を除く。）

エ 旧管理人舎 建築面積 ４５．０９�
オ 収蔵庫 建築面積 ７４．５４�
カ 茶店 建築面積 ５３．９７�
キ 便所 建築面積 ９．９８�
ク ポンプ室 建築面積 ８．７５�
ケ ログハウス 建築面積 １２．００�

� 構造

ア 鉄筋コンクリート造、スレートぶき

（地下１階、地上３階）

イ 旧管理人舎

木造平屋建て、スレートぶき

ウ 収蔵庫

鉄筋コンクリート造３階建て、瓦ぶき

エ 茶店

木造平屋建て、瓦ぶき

オ 便所

コンクリートブロック造平屋建て、瓦ぶき

カ ポンプ室

鉄筋コンクリート造平屋建て

キ ログハウス

木造平屋建て

	 施設内容

萬翠荘展示室（９室）


 駐車台数

約１０台

４ 業 務 概 要 � 萬翠荘の公開に関すること。

� 県民の文化の振興を図るための各種の行事又は

集会に必要な施設の提供に関すること。

	 その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� 萬翠荘の業務の実施に関する業務

� 萬翠荘の利用の許可に関する業務

	 萬翠荘の利用に係る料金の収受に関する業務


 萬翠荘の利用の促進に関する業務

� 萬翠荘の施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

萬翠荘管理条例（平成２０年愛媛県条例第３４号）の規定によるほ

か、萬翠荘の管理運営に当たっては、関係法令を遵守すること。

４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を置き、又は

置こうとする法人その他の団体（以下「法人等」という。）で、

萬翠荘の指定管理者の募集に係る参加意思表明書を提出したも

ののうち、次のいずれにも該当しない法人等とする。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条第

１項の規定により愛媛県における一般競争入札の参加資格を

有しない法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）等の

規定に基づき更生、再生又は破産手続等をしている法人等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制下にある法人等

ク 役員（法人でない団体で、代表者又は管理人の定めがある

ものの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれか

に該当する者がいる法人等

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に該
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当する者

� 複数の法人等での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同による申請ができる。

� 新設法人等の扱い

萬翠荘の管理運営のため、新たに法人等を設立する場合は、

申請時に設立していなくても、その名称等を使用して申請でき

ることとする。

ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理

者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法務局

登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月２４日（金）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものにより、

同日午後５時１５分までに必着のこと。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 萬翠荘の管理を適正かつ確実に行うことができると認めら

れるものであること。

イ 萬翠荘の設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成するこ

とができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補者を選定する。ただし、申請者が１団

体のみであった場合は、審査会による審査を省略する場合があ

る。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� 萬翠荘の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における申

請者の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利

益処分計算書その他経営の状況を明らかにする書類

� 申請書類を提出する日の属する事業年度における申請者に関

する事業計画書及び収支予算書

� 申請者の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書

	 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書


 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県スポーツ・文化部文化局文化振興課文化施設係

電話番号 （０８９）９４７―５４８０

１０ その他

詳細は、募集要項による。
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愛媛県生涯学習センター及びえひめ青少年ふれあいセンター

の指定管理者の募集について

愛媛県生涯学習センター及びえひめ青少年ふれあいセンターの指

定管理者を次のとおり募集する。

平成３０年８月７日

愛媛県スポーツ・文化部長 土 居 忠 博

１ 施設の概要、指定管理者の業務及び管理の基準

� 愛媛県生涯学習センター（以下「学習センター」という。）

１ 所 在 地 愛媛県松山市上野町甲６５０番地

２ 設 置 目 的 県民の生涯にわたる学習活動を促進し、及び援助す

るために必要な学習情報の提供、調査研究、指導者

の養成、学習機会の提供等の各種事業の実施及び施

設の提供を行う。

３ 施 設 規 模 � 規模

ア 敷地面積

建物敷地（愛媛県総合教育センター及びえひ

め青少年ふれあいセンターの敷地を含む。）

２１，９５０�
グランド・駐車場敷地 ２３，２６８�

イ 延床面積 １２，８４５�
� 構造

鉄筋鉄骨コンクリート造（地上４階、地下１階）

� 施設内容

県民小劇場（５０５席）

レッスン室（２室）

パソコン演習室（２１台）

研修室（６室）

図書室（３４９�）
アトリウム（５８４�）
愛媛人物博物館展示室（６室）

� 駐車台数

約４００台（本館１階：講師用駐車場１２台、身体

障害者用駐車場２台、屋外駐車場：高齢者用駐車

場１０台、第一駐車場１００台、第二駐車場１２２台、第

三駐車場６５台、第四駐車場６０台）

４ 事 業 概 要 � 学習情報の収集及び提供並びに学習相談

� 生涯学習の指導者の養成

� 生涯学習に関する学習機会の提供

� 愛媛人物博物館の運営

� 施設の提供

� その他必要な業務

５ 指定管理者の

業務

� 学習センターの事業の実施に関する業務（学習

情報の収集及び提供、生涯学習に関する学習機会

の提供等）

� 学習センターの利用の許可に関する業務

� 学習センターの利用に係る料金の収受に関する

業務

� 学習センターの利用の促進に関する業務

� 学習センターの施設、附属設備及び備品の維持

管理に関する業務

� その他スポーツ・文化部長が定める業務

� 学習センターの資料の特別利用に係る料金の収

納事務に関する業務
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６ 管理の基準 愛媛県生涯学習センター管理条例（平成２０年愛媛県

条例第２５号）の規定によるほか、学習センターの管

理運営に当たっては、関係法令を遵守すること。

� えひめ青少年ふれあいセンター（以下「ふれあいセンター」

という。）

１ 所 在 地 愛媛県松山市上野町甲６５０番地

２ 設 置 目 的 共同生活を通じ心身ともに健全な青少年を育成し、

家族、青少年等の触れ合いを図り、及び県民の生涯

にわたる学習活動を支援するために必要な青少年の

研修の実施並びに家族、青少年等の交流の機会及び

県民の生涯にわたる学習活動の場の提供を行う。

３ 施 設 規 模 � 規模

ア 敷地面積（愛媛県総合教育センター及び学習

センターの敷地を含む。） ２１，９５０�
イ 延床面積 ５，６５０�

� 構造

ア 管理研修棟

鉄筋コンクリート造（地上３階）

イ 宿泊棟

鉄筋コンクリート造（地上４階）

ウ 体育館

鉄骨鉄筋コンクリート造（地上１階）

エ 機械室

鉄筋コンクリート造（地上１階）

� 施設内容

ア 管理研修棟

研修打合せ室（１４人）

オリエンテーション室（９０人）

音楽芸能室（９０人）

研修室１（３６人）

研修室２（３６人）

研修室３（２４人）

図書室（２４人）

集会室（１２０人）

創作活動室（１８人）

講師控室（５人）

作法室（１８人）

イ 宿泊棟

宿泊室（定員２５０人、和室７部屋、洋室４１部

屋）

浴室（大浴場２０人程度、小浴場１５人程度）

食堂（１６８人）

ロビー・談話室（各階）

ウ 体育館（３０ｍ×２８ｍ）

� 駐車台数

１２台駐車可能（その他学習センターの駐車場も

利用可）

４ 事 業 概 要 � 青少年の団体宿泊訓練その他青少年の教育に必

要な研修

� 家族、青少年等の体験活動の機会の提供

� 県民の生涯学習活動の場の提供

� その他必要な業務

５ 指定管理者の

業務

� ふれあいセンターの事業の実施に関する業務

（青少年の団体宿泊訓練、体験活動の機会の提供

等）

� ふれあいセンターの利用の許可に関する業務

� ふれあいセンターの利用に係る料金の収受に関

する業務

� ふれあいセンターの利用の促進に関する業務

� ふれあいセンターの施設等の維持管理に関する

業務

� その他スポーツ・文化部長が定める業務

６ 管理の基準 えひめ青少年ふれあいセンター管理条例（平成２０年

愛媛県条例第２９号）の規定によるほか、ふれあいセ

ンターの管理運営に当たっては、関係法令を遵守す

ること。

２ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

３ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を置き、又は

置こうとする学習センター及びふれあいセンター（以下「両セ

ンター」という。）の指定管理者の募集に係る参加意思表明書

を提出した法人その他の団体（以下「法人等」という。）で、

次のいずれにも該当しないものとする。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条第

１項の規定により愛媛県における一般競争入札の参加資格を

有しない法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）の規

定に基づき更生、再生又は破産手続等をしている法人等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制下にある法人等

ク 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるも

のの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれかに

該当する者がいる法人等

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に該

当する者

� 複数の法人等での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同による申請ができる。

� 新設法人等の扱い

両センターの管理運営のため、新たに法人等を設立する場合

は、申請時に設立していなくても、その名称等を使用して申請

できることとする。

ただし、その場合には、愛媛県議会へのこれらの施設の指定

管理者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法

務局登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項
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参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月７日（火）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものにより、

７に掲げる場所へ同日午後５時１５分までに必着のこと。

４ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 両センターの管理を適正かつ確実に行うことができると認

められるものであること。

イ 両センターの設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成す

ることができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

スポーツ・文化部長が指定管理者の候補者を選定する。ただし、

申請者が１団体のみであった場合は、審査会による審査を省略

する場合がある。

５ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等（以下「申請者」という。）

は、次の書類を提出するものとする。

� 指定管理者指定申請書

� 両センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における申

請者の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利

益処分計算書その他経営の状況を明らかにする書類

� 申請書類を提出する日の属する事業年度における申請者の事

業計画書及び収支予算書

� 申請者の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書

	 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書


 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

６ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

７ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県スポーツ・文化部文化局まなび推進課生涯学習係

電話番号 （０８９）９４７―５６２０

８ その他

詳細は、募集要項による。
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愛媛県総合科学博物館の指定管理者の募集について

愛媛県総合科学博物館の指定管理者を次のとおり募集する。

平成３０年８月７日

愛媛県スポーツ・文化部長 土 居 忠 博

１ 愛媛県総合科学博物館（以下「博物館」という。）の概要

１ 所 在 地 愛媛県新居浜市大生院２１３３番地の２

２ 法的位置付け 博物館法（昭和２６年法律第２８５号）に基づく登録博

物館

３ 設 置 目 的 県民に自然や科学に関する正しい理解を深めるため

の学習機会を提供し、創造的風土の醸成を図るとと

もに、科学技術の進歩と本県産業の発展に寄与する。

４ 施 設 規 模 � 規模

ア 敷地面積 ８４，０８２�
イ 延床面積 １６，５９６�
ウ 立体駐車場 ６，２５８�

� 構造

本体 鉄骨鉄筋コンクリート造（地上４階、地

下１階）

立体駐車場 鉄骨造（地上２階３層）

� 施設内容

常設展示室（自然館・科学館・産業館）

プラネタリウム

企画展示室

多目的ホール

図書室

研修室（２室）

ミーティングルーム

研究室

スタジオ

収蔵庫（７室）

収蔵管理室

くん蒸室

名誉館長室

館長室

事務室

会議室

託児室

授乳室

オリエンテーションルーム

エントランスホール

� 駐車台数

普通車約３２０台

５ 事 業 概 要 � 博物館法第３条に規定する事業

� プラネタリウムの運営

� 生涯学習の促進及び援助

� 施設の提供

� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� 博物館法第３条に規定する事業に係る業務のうち、スポーツ・

文化部長が定める業務（プラネタリウムの運営、生涯学習の促

進及び援助並びに施設の提供に関する業務を含む。）

� 博物館の利用の許可に関する業務

� 博物館の利用に係る料金の収受に関する業務

� 博物館の利用の促進に関する業務

� 博物館の施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

� その他スポーツ・文化部長が定める業務

� 博物館の資料の特別利用に係る料金の収納事務に関する業務

３ 管理の基準

愛媛県総合科学博物館管理条例（平成２０年愛媛県条例第２６号）

の規定によるほか、博物館の管理運営に当たっては、関係法令を

遵守すること。

４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格
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申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を置き、又は

置こうとする博物館の指定管理者の募集に係る参加意思表明書

を提出した法人その他の団体（以下「法人等」という。）で、

次のいずれにも該当しないものとする。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条第

１項の規定により愛媛県における一般競争入札の参加資格を

有しない法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）の規

定に基づき更生、再生又は破産手続等をしている法人等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制下にある法人等

ク 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるも

のの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれかに

該当する者がいる法人等

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に該

当する者

� 複数の法人等での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同による申請ができる。

� 新設法人等の扱い

博物館の管理運営のため、新たに法人等を設立する場合は、

申請時に設立していなくても、その名称等を使用して申請でき

ることとする。

ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理

者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法務局

登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月７日（火）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものにより、

９に掲げる場所へ同日午後５時１５分までに必着のこと。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 博物館の管理を適正かつ確実に行うことができると認めら

れるものであること。

イ 博物館の設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成するこ

とができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

スポーツ・文化部長が指定管理者の候補者を選定する。ただし、

申請者が１団体のみであった場合は、審査会による審査を省略

する場合がある。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等（以下「申請者」という。）

は、次の書類を提出するものとする。

� 指定管理者指定申請書

� 博物館の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における申

請者の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利

益処分計算書その他経営の状況を明らかにする書類

� 申請書類を提出する日の属する事業年度における申請者の事

業計画書及び収支予算書

� 申請者の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書

	 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書


 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県スポーツ・文化部文化局まなび推進課生涯学習係

電話番号 （０８９）９４７―５６２０

１０ その他

詳細は、募集要項による。

�������
�公 告

愛媛県歴史文化博物館の指定管理者の募集について

愛媛県歴史文化博物館の指定管理者を次のとおり募集する。

平成３０年８月７日

愛媛県スポーツ・文化部長 土 居 忠 博

１ 愛媛県歴史文化博物館（以下「博物館」という。）の概要

１ 所 在 地 愛媛県西予市宇和町卯之町四丁目１１番地２

２ 法的位置付け 博物館法（昭和２６年法律第２８５号）に基づく登録博

物館

３ 設 置 目 的 本県の歴史文化に関する資料の収集や保存・展示、

調査研究を行うとともに、各種普及啓発事業を通じ、

県民に歴史文化を学ぶ機会を提供し、個性豊かな文

化の創造に資する。

４ 施 設 規 模 � 規模

ア 敷地面積 ６４，４３１�

愛 媛 県 報平成３０年８月７日 第２９９９号

６１０



イ 延床面積 １８，０３６�
� 構造

鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造又は木造地上

３階）

� 施設内容

常設展示室（歴史展示室１～４、民俗展示室１

～３、考古展示室、文書展示室、新展示室）

企画展示室

こども歴史館

多目的ホール（観客席 ２９６席）

図書室（ビデオブース）

研修室（３室）

ミーティングルーム（２室）

研究室

文書閲覧室

スタジオ

録音室

収蔵庫（５室）

収蔵管理室

くん蒸室

保存処理室

館長室

名誉館長室

事務室

会議室

体験学習室

授乳室

エントランスホール

� 駐車台数

１６４台（うち大型バス専用８台）

５ 事 業 概 要 � 博物館法第３条に規定する事業

� 生涯学習の促進及び援助

� 施設の提供

� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� 博物館法第３条に規定する事業に係る業務のうち、スポーツ・

文化部長が定める業務（生涯学習の促進及び援助並びに施設の

提供に関する業務を含む。）

� 博物館の利用の許可に関する業務

� 博物館の利用に係る料金の収受に関する業務

� 博物館の利用の促進に関する業務

� 博物館の施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

� その他スポーツ・文化部長が定める業務

� 博物館の資料の特別利用に係る料金の収納事務に関する業務

３ 管理の基準

愛媛県歴史文化博物館管理条例（平成２０年愛媛県条例第２７号）

の規定によるほか、博物館の管理運営に当たっては、関係法令を

遵守すること。

４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を置き、又は

置こうとする博物館の指定管理者の募集に係る参加意思表明書

を提出した法人その他の団体（以下「法人等」という。）で、

次のいずれにも該当しないものとする。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条第

１項の規定により愛媛県における一般競争入札の参加資格を

有しない法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）の規

定に基づき更生、再生又は破産手続等をしている法人等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制下にある法人等

ク 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるも

のの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれかに

該当する者がいる法人等

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に該

当する者

� 複数の法人等での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同による申請ができる。

� 新設法人等の扱い

博物館の管理運営のため、新たに法人等を設立する場合は、

申請時に設立していなくても、その名称等を使用して申請でき

ることとする。

ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理

者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法務局

登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月７日（火）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものにより、

９に掲げる場所へ同日午後５時１５分までに必着のこと。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 博物館の管理を適正かつ確実に行うことができると認めら

れるものであること。

イ 博物館の設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成するこ

とができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

スポーツ・文化部長が指定管理者の候補者を選定する。ただし、

申請者が１団体のみであった場合は、審査会による審査を省略

する場合がある。
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７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等（以下「申請者」という。）

は、次の書類を提出するものとする。

� 指定管理者指定申請書

� 博物館の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における申

請者の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利

益処分計算書その他経営の状況を明らかにする書類

� 申請書類を提出する日の属する事業年度における申請者の事

業計画書及び収支予算書

� 申請者の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書

	 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書


 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県スポーツ・文化部文化局まなび推進課生涯学習係

電話番号 （０８９）９４７―５６２０

１０ その他

詳細は、募集要項による。

�������
�公 告

愛媛県男女共同参画センターの指定管理者の募集について

愛媛県男女共同参画センターの指定管理者を次のとおり募集する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 愛媛県男女共同参画センター（以下「センター」という。）の

概要

１ 所 在 地 愛媛県松山市山越町４５０番地

２ 設 置 目 的 女性の社会参加の促進、能力の開発等を通じて男女

共同参画の推進を図るため、各種の研修、相談等を

行い、及び各種の行事又は集会に必要な施設を提供

するとともに、配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関する法律（平成１３年法律第３１号）に規定

する配偶者暴力相談支援センターとして、被害者に

関する各般の問題についての相談、必要な指導及び

情報の提供その他の援助を行う。

３ 施 設 概 要 � 敷地面積 ４，９８３．９�
� 建物

鉄筋コンクリート３階建て（延床面積４，５４９．５６

�）
ア １階

多目的ホール、ワーキングルーム、男女共同

参画センター事務室等

イ ２階

視聴覚室、会議室（１～３）、図書情報資料

室等

ウ ３階

レクリエーション室、研修室、和室、茶室等

エ その他

地下室、塔屋等

� 駐車台数 乗用車４０台

� 開館年月日 昭和６２年１１月１日

４ 業 務 概 要 � 各種の研修及び相談並びに学習の機会の提供に

関すること。

� 情報の収集及び提供に関すること。

� 女性の文化活動、地域活動等への援助に関する

こと。

� 各種の行事又は集会に必要な施設の提供に関す

ること。

� その他必要な業務

� 配偶者暴力相談支援センターとしての業務（相

談、指導及び情報の提供その他の援助）

２ 指定管理者の業務

� センターの事業の実施に関する業務（愛媛県男女共同参画セ

ンター管理条例（平成１７年愛媛県条例第８８号。以下「管理条例」

という。）第２条に掲げる業務）

� センターの利用の許可に関する業務

� センターの利用に係る料金の収受に関する業務

� センターの利用の促進に関する業務

� センターの施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

管理条例の規定によるほか、センターの管理運営に当たっては、

関係法令を遵守すること。

４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を有する（又

は設ける予定である）など緊急時における迅速な連絡・対応体

制が確保・整備できる法人その他の団体（以下「法人等」とい

う。）のうち、センターの指定管理者の募集に係る参加意思表

明書を提出した法人等で、次のいずれにも該当しないものとす

る。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条の

規定により愛媛県における一般競争入札の参加資格を有しな

い法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）の規

定に基づき更生、再生又は破産手続等をしている法人等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第
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２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制の下にある法人等

ク 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるも

のの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれかに

該当する者がいる法人等

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に該

当する者

� 複数の法人等での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同（以下「コンソーシアム」という。）によ

る申請ができる。

� 新設法人等の扱い

センターの管理運営のため、新たに法人等を設立する場合は、

申請時に設立していなくても、その名称等を使用して申請でき

ることとする。

ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理

者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法務局

登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月７日（火）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留、簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものにより、９に掲

げる場所へ同日午後５時１５分までに必着のこと。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア センターの管理を適正かつ確実に行うことができると認め

られるものであること

イ センターの設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成する

ことができると認められるものであること

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補者を選定する。

ただし、申請者が１団体のみであった場合には、審査会によ

る審査を省略する場合がある。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等（以下「申請者」という。）

は、次の書類を提出するものとする。

� 指定管理者指定申請書

� センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における申

請者の決算報告書等経営状況を明らかにする書類

� 申請書類を提出する日の属する事業年度における申請者に関

する事業計画書及び収支予算書

� 申請者の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書

	 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書


 印鑑証明書

� 申請書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県県民環境部県民生活局男女参画・県民協働課男女参画グ

ループ

電話番号 （０８９）９１２―２３３２

１０ その他

詳細は、募集要項による。

�������
�公 告

愛媛県総合社会福祉会館の指定管理者の募集について

愛媛県総合社会福祉会館の指定管理者を次のとおり募集する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 愛媛県総合社会福祉会館（以下「会館」という。）の概要

１ 所 在 地 松山市持田町三丁目８番１５号

２ 設 置 目 的 民間の社会福祉活動の拠点として、福祉に関する情

報の提供、相談、研修等を行うとともに、各種の行

事又は集会に必要な施設を提供する。

３ 施 設 概 要 � 敷地面積 ２，４７６．２９�
� 建物構造 鉄筋コンクリート造４階建て

� 延床面積 本棟５，５１０．１９�
� 建築年月 平成６年１１月

４ 業 務 概 要 � 福祉に関する情報の提供、相談及び研修

� 介護に関する知識、技術及び機器の普及

� 福祉に関するボランティア活動の促進

� 各種の行事又は集会に必要な施設の提供

� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� 介護に関する知識、技術及び機器の普及に関する業務

� 各種の行事又は集会に必要な施設の提供に関する業務

� その他必要な業務（�及び�に関するもの）
� 会館の利用の許可に関する業務

� 会館の利用に係る料金の収受に関する業務

� 会館の利用の促進に関する業務

� 会館の施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県総合社会福祉会館管理条例（平成１７年愛媛県条例第５２号）

の規定によるほか、会館の管理運営に当たっては関係法令を順守

すること。

４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）
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５ 申請資格等

� 申請資格

指定管理者の指定を申請することができるものは、指定期間

中、適切に会館の管理運営を行うことができ、会館の指定管理

者の募集に係る参加意思表明書を提出した法人その他の団体

（以下「法人等」という。）で、次のいずれにも該当しないも

のとする。

なお、法人等の組織の形態（株式会社、任意団体等）は問わ

ないが、個人での申請はできないものとする。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条の

規定により愛媛県における一般競争入札の参加資格を有しな

い法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法平成１１

年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）等の規

定に基づき更生、再生又は破産手続等をしている法人等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消し

を受けたことがある法人等

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制下にある法人等

ク 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるも

のの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれかに

該当する者がいる法人等

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に該

当する者

� 複数の法人等での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同（以下「コンソーシアム」という。）によ

る申請ができる。この場合、次の事項に留意すること。

ア コンソーシアムの適切な名称を設定し、代表となる法人等

（以下「代表団体」という。）を選定すること。

イ 申請書提出後に、代表団体を変更し、又は構成員の全部又

は一部を変更すること（特定の構成員を除外し、又は新たな

法人等を追加する場合を含む。）は、原則として認めない。

ただし、特別な事情により、愛媛県がやむを得ないと認め

た場合に限り、変更できるものとする。

ウ 単独で申請を行った法人等が、他の申請者（コンソーシア

ム）の構成員となることはできない。

また、同時に複数のコンソーシアムの構成員となることは

できない。

エ コンソーシアムの全ての構成員が�の申請資格を満たして
いる必要がある。

� 新設法人等の扱い

会館の管理運営のため、新たに法人等を設立する場合は、申

請時に設立していなくても、その名称等を使用して申請できる

こととする。

ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理

者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法務局

登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月７日（火）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留若しくは簡易書留又は信書便でこられに準ずるものにより、

９に掲げる場所へ同日午後５時１５分までに必着のこと。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 会館の管理を適正かつ確実に行うことができると認められ

るものであること。

イ 会館の設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成すること

ができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補者を選定する。

ただし、申請者が１団体のみであった場合には、審査会によ

る審査を省略する場合がある。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� 会館の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における申

請者の決算報告書等経営状況を明らかにする書類

� 申請書類を提出する日の属する事業年度における申請者に関

する事業計画書及び収支予算書

� 申請者の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納がない旨の証明書

	 法人税並びに消費税及び地方消費税について、未納の税額が

ないことの証明書


 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当がないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部社会福祉医療局保健福祉課企画係

電話番号 （０８９）９１２―２３８３
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１０ その他

詳細は、募集要項による。
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ファミリーハウスあいの指定管理者の募集について

ファミリーハウスあいの指定管理者を次のとおり募集する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ ファミリーハウスあい（以下「ファミリーハウス」という。）

の概要

� 所在地

愛媛県松山市室町７４番地２

� 面積

１８６．１１�
� 建物の規模及び概要

木造２階建て ２００．４５�
ア 宿泊室 ５室（和室３、洋室２）

イ プレイルーム

ウ 洗濯室

エ 事務室兼相談室

� 設置目的

長期にわたり医療施設において療養を必要とする児童の療養

環境の向上を図るとともに、その家族を支援するため、宿泊及

び休養の施設を提供する。

� 業務概要

ア 長期にわたり医療施設において療養を必要とする児童の家

族等に対する宿泊及び休養の施設の提供に関すること。

イ その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� ファミリーハウスの事業の実施に関する業務

� ファミリーハウスの利用の許可に関する業務

� ファミリーハウスの利用に係る料金の収受に関する業務

� ファミリーハウスの利用の促進に関する業務

� ファミリーハウスの施設、附属設備及び備品の維持管理に関

する業務

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

ファミリーハウスあい管理条例（平成１７年愛媛県条例第５３号。）

の規定によるほか、ファミリーハウスの管理運営に当たっては、

関係法令を遵守すること。

４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

指定管理者の指定を申請することができるものは、指定期間

中、適切にファミリーハウスの管理運営を行うことができる愛

媛県内に事務所を置き、又は置こうとする法人その他の団体

（以下「法人等」という。）で、次のいずれにも該当しないも

のとする。

また、申請に当たっては、あらかじめファミリーハウスの指

定管理者に係る参加意思表明書を提出しておく必要がある。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条の

規定により愛媛県における一般競争入札の参加資格を有しな

い法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）等の

規定に基づき更生、再生又は破産手続等をしている法人等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消し

を受けたことがある法人等

カ 愛媛県における指定管理者の指定の手続において、その公

正な手続を妨げた法人等又は公正な価格の成立を害し、若し

くは不正の利益を得るために連合した法人等

キ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

ク 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制下にある法人等

ケ 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるも

のの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれかに

該当する者がいる法人等

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ないもの

� 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に該

当する者

� 複数の法人等での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同（以下「コンソーシアム」という。）によ

る申請ができる。この場合、次の事項に留意すること。

ア コンソーシアムの適切な名称を設定し、代表となる法人等

（以下「代表団体」という。）を選定する。

イ 申請書提出後に、代表団体を変更し、又は構成員の全部又

は一部を変更すること（特定の構成員を除外し、又は新たな

法人等を追加する場合を含む。）は、原則として認めない。

ただし、特別な事情により、愛媛県がやむを得ないと認め

た場合に限り、変更できるものとする。

ウ 単独で申請を行った法人等が、他の申請者（コンソーシア

ム）の構成員となることはできない。

また、同時に複数のコンソーシアムの構成員となることは

できない。

エ コンソーシアムの全ての構成員が�の申請資格を満たして
いる必要がある。

� 新設法人等の扱い

ファミリーハウスの管理運営のため、新たに法人等を設立す

る場合は、申請時に設立していなくても、その名称等を使用し

て申請できることとする。

ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理

者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法務局
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登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月７日（火）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものにより、

同日午後５時１５分までに必着のこと。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア ファミリーハウスの管理を適正かつ確実に行うことができ

ると認められること。

イ ファミリーハウスの設置の目的を最も効果的かつ効率的に

達成することができると認められること。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果を基に、

知事が指定管理者の候補者を選定する。

ただし、申請者が１団体のみであった場合には、審査会によ

る審査を省略する場合がある。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� ファミリーハウスの管理運営に関する事業計画書及び収支計

画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度における申請

者の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益

処分計算書その他経営の状況を明らかにする書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における申請者に関す

る事業計画書及び収支予算書

� 申請者の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納がない旨の証明書

	 法人税並びに消費税及び地方消費税について、未納の税額が

ないことの証明書


 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等の場

合（書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものによ

る。）は、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４－２

愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課 母子保健係

電話番号 （０８９）９１２―２４０５

１０ その他

詳細は、募集要項による。

�公 告

えひめこどもの城及び愛媛県体験型環境学習センターの指定

管理者の募集について

えひめこどもの城及び愛媛県体験型環境学習センターの指定管理

者を次のとおり募集する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 施設の概要、指定管理者の業務及び管理の基準

� えひめこどもの城（以下「こどもの城」という。）

１ 所 在 地 愛媛県松山市西野町乙１０８番地１

（松山市西野町及び砥部町宮内にまたがる区域）

２ 法的位置付け 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に基づく児童

厚生施設

３ 設 置 目 的 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、及

び情操を豊かにするとともに、地域の児童館その他

の関係機関の活動の支援並びに児童の健全育成を図

るために必要な遊びに関する調査研究及び指導者等

の養成を行う。

４ 施 設 概 要 � 面積 約３４．６�
� 体験施設（約３１．２�）
ア こどものまちゾーン

大型児童館 鉄筋コンクリート造３階建て

延床面積４，０７２．２２�
イ イベント広場ゾーン

芝生広場、くわがたのステージ等

ウ 創造の丘ゾーン

創作工房、ハーブ園、花の丘等

エ 冒険の丘ゾーン

冒険ステーション、てっぺんとりで等

オ ふれあいの森ゾーン

森のとりで、森の広場等

� その他（約３．４�）
駐車場等

５ 事 業 概 要 � 児童が健全な遊びを体験するための機会の提供

� 地域の児童館その他の関係機関の活動の支援並

びに児童の健全育成を図るために必要な遊びに関

する調査研究及び指導者等の養成

� 施設及び遊具の提供

� その他必要な業務

６ 指定管理者の

業務

� こどもの城の事業の実施に関する業務

� こどもの城の利用の許可に関する業務

� こどもの城の利用に係る料金の収受に関する業

務

� こどもの城の施設及び遊具の利用の促進に関す

る業務

� こどもの城の施設、遊具、附属設備及び備品の

維持管理に関する業務

� その他知事が定める業務

７ 管理の基準 えひめこどもの城管理条例（平成１７年愛媛県条例第

２７号）第４条から第１７条までの規定によるほか、こ

どもの城の管理運営に当たっては、関係法令を遵守

すること。

� 愛媛県体験型環境学習センター（以下「センター」という。）

１ 所 在 地 愛媛県松山市西野町乙１０３番地１

えひめこどもの城内

２ 設 置 目 的 地球温暖化の防止などに対する県民の環境保全意識

の向上を図ることを目的に、体験型環境学習の場の

提供や県民の環境学習活動等の支援を行う。

３ 施 設 概 要 � 構造

木造平屋造り（延床面積３２９．９９�）
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� 施設内容

ア 親子エコライフ室

イ エコ活動支援室

ウ エコ製品展示コーナー等

� 主な設備

ア 太陽光発電設備

イ 太陽熱利用システム

ウ 雨水循環設備

エ 屋上緑化設備

オ 風力発電設備

４ 事 業 概 要 � 住宅等における地球温暖化対策技術の体験の場

の提供

� 環境学習及び環境保全活動の支援

� 環境に関する情報の収集及び提供

� その他必要な業務

５ 指定管理者の

業務

� センターの事業の実施に関する業務

� センターの利用の許可に関する業務

� センターの施設の利用の促進に関する業務

� センターの施設、附属設備等の維持管理に関す

る業務

� その他知事が定める業務

６ 管理の基準 愛媛県体験型環境学習センター管理条例（平成１７年

愛媛県条例第２１号）第４条から第１３条までの規定に

よるほか、センターの管理運営に当たっては、関係

法令を遵守すること。

２ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

３ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を置き、又は

置こうとするこどもの城及びセンターの指定管理者の募集に係

る参加意思表明書を提出した法人その他の団体（以下「法人等」

という。）で、次のいずれにも該当しないものとする。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条の

規定により愛媛県における一般競争入札の参加の資格を有し

ない法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）の規

定に基づき更生、再生又は破産手続等をしている法人等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制の下にある法人等

ク 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるも

のの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれかに

該当する者がいる法人等

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ないもの

� 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に該

当する者

� 複数の法人等での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同による申請ができる。

� 新設法人等の扱い

こどもの城及びセンターの管理運営のため、新たに法人等を

設立する場合は、申請時に設立していなくても、その名称等を

使用して申請できることとする。

ただし、その場合には、愛媛県議会へのこれらの施設の指定

管理者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法

務局登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月７日（火）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものにより、

７に掲げる場所へ同日午後５時１５分までに必着のこと。

４ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア こどもの城及びセンターの管理を適正かつ確実に行うこと

ができると認められるものであること。

イ こどもの城及びセンターの設置の目的を最も効果的かつ効

率的に達成することができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補者を選定する。

ただし、申請者が１団体のみであった場合には、審査会によ

る審査を省略する場合がある。

５ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� こどもの城の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における申

請者の決算報告書等経営状況を明らかにする書類

� 申請書類を提出する日の属する事業年度における申請者に関

する事業計画書及び収支予算書

� 申請者の概要を記載した書類

� 役員名簿

	 愛媛県税について、未納がないことの証明書


 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書

� 印鑑証明書

� 申請書類のうち該当のないものについての申立書

６ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午
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前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

７ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課子育て支援企画

係

電話番号 （０８９）９１２―２４１３

８ その他

詳細は、募集要項による。

�������
�公 告

愛媛県立愛媛母子生活支援センターの指定管理者の募集につ

いて

愛媛県立愛媛母子生活支援センターの指定管理者を次のとおり募

集する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 愛媛県立愛媛母子生活支援センター（以下「センター」という。）

の概要

１ 所 在 地 愛媛県松山市道後今市１２番３０号

２ 法的位置付け 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３８条に規定

する母子生活支援施設

３ 設 置 目 的 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子

及びその者の監護すべき児童を入所させて、これら

の者を保護するとともに、これらの者の自立の促進

のためにその生活を支援する。

４ 施 設 概 要 � 規模・構造

鉄筋コンクリート造３階建て

� 敷地面積 １，３２８．９２�
� 建物面積 １，２４５．９０�

１階： ４５８．９３��
�
�
�
�

２階： ３９４．８７�

�
�
�
�
�３階： ３９２．１０�

５ 業 務 概 要 � 入所による保護

� 就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、

助言等生活指導

� 自立の促進のために必要な生活の支援

� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� センターの業務

� センターの施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県立愛媛母子生活支援センター管理条例（平成１７年愛媛県

条例第５５号）の規定によるほか、センターの管理運営に当たって

は、関係法令を遵守すること。

４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、センターの指定管理者の募集に係

る参加意思表明書を提出した法人で、次の要件をいずれも満た

すものとする。

ア 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会

福祉法人で、同法第２条第２項に規定する第一種社会福祉事

業の運営実績があり、母子生活支援施設の運営に意欲を有し、

施設の安定的運営が図れる能力、資力等を有するもの。

イ 次のいずれにも該当しないもの。

� 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条

の規定により、愛媛県における一般競争入札の参加資格を

有しない法人

� 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）又は破産法（平成

１６年法律第７５号）の規定に基づき再生又は破産手続等をし

ている法人

� 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製

造の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に

基づく入札参加資格停止措置を受けている法人

� 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納してい

る法人

� 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項

の規定による指定の取消しを受けたことがある法人

� 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

	 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でな

くなった日から５年を経過しない者の統制の下にある法人


 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がいる法人

ａ 成年被後見人又は被保佐人

ｂ 破産者で復権を得ないもの

ｃ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又

はその刑の執行を受けることがなくなった日から５年を

経過しない者

ｄ 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に

該当する者

ウ 県内に事務所を置くもの。

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月７日（火）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものにより、

９に掲げる場所へ同日午後５時１５分までに必着のこと。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア センターの管理を適正かつ確実に行うことができると認め

られるものであること。

イ センターの設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成する

ことができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補者を選定する。

ただし、申請者が１団体のみであった場合には、審査会によ

る審査を省略する場合がある。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人は、次の書類を提出するもの
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とする。

� 指定管理者指定申請書

� センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度における法人

の財産目録、貸借対照表、事業報告書、資金収支計算書及び事

業活動収支計算書その他経営の状況を明らかにする書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における法人に関する

事業計画書及び収支予算書

� 法人の概要を記載した書類（第一種社会福祉事業の活動実績

を含む。）

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納がない旨の証明書

	 法人税並びに消費税及び地方消費税について、未納の税額が

ないことの証明書


 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課児童・婦人施設

係

電話番号 （０８９）９１２―２４１４

１０ その他

詳細は、募集要項による。
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愛媛県身体障がい者福祉センター及び愛媛県障がい者更生セ

ンターの指定管理者の募集について

愛媛県身体障がい者福祉センター及び愛媛県障がい者更生センタ

ーの指定管理者を次のとおり募集する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 施設の概要、指定管理者の業務及び管理の基準

� 愛媛県身体障がい者福祉センター（以下「身障センター」と

いう。）

１ 所 在 地 愛媛県松山市道後町２丁目１２番１１号

２ 法的位置付け 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に基づ

く身体障害者福祉センターのうち身体障害者福祉セ

ンターＡ型（無料又は低額な料金で、身体障害者に

関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能

訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリ

エーションのための便宜を総合的に供与する施設）

３ 設 置 目 的 身体に障がいのある人々に対し、更生に必要な各種

の相談に応じるとともに、機能回復訓練や、スポー

ツ、レクリエーションの指導を行うなど身体障がい

者福祉の増進に寄与することを目的とする。

４ 施 設 概 要 � センター棟 鉄筋コンクリート造地上２階建

（アリーナ、屋外機能回復訓練場、運動療法室等）

� 駐車場 乗用車４９台（うち身体障がい者用６台）

� 運動場 フィールド、器具庫、便所、バックネ

ット等

５ 業 務 概 要 � 身体障害者の更生のために必要な各種相談に関

すること。

� 身体障害者の社会活動への参加及び自立を促進

するために必要な機能回復、補装具装着等の訓練

に関すること。

� 身体障害者の健康の増進を図るために必要なス

ポーツ及びレクリエーションの指導に関すること。

� 身体障害者の福祉の増進を図るために必要な施

設の提供に関すること。

� その他身体障害者福祉事業に関すること。

６ 指定管理者の

業務

� 身障センターの事業の実施に関する業務

� 身障センターの利用の許可に関する業務

� 身障センターの利用の促進に関する業務

� 身障センターの施設、附属設備及び備品の維持

管理に関する業務

� その他知事が定める業務

７ 管理の基準 愛媛県身体障がい者福祉センター管理条例（平成１７

年愛媛県条例第５６号）の規定によるほか、身障セン

ターの管理運営に当たっては、関係法令を遵守する

こと。

� 愛媛県障がい者更生センター（以下「更生センター」という。）

１ 所 在 地 愛媛県松山市道後町２丁目１２番１１号

２ 法的位置付け 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に基づ

く身体障害者福祉センターのうち障害者更生センタ

ー（身体障害者又はその家族に対し、宿泊、レクリ

エーションその他休養のための便宜を供与する施設）

３ 設 置 目 的 身体に障がいのある人々又はその家族に対し、宿泊、

レクリエーションその他休養のための便宜を供与す

ることを目的とする。

４ 施 設 概 要 � センター棟 鉄筋コンクリート造地上２階建

・宿泊：宿泊室１１室、定員４５人

・浴場（温泉）、食堂、娯楽室等

� 駐車場 乗用車９台（身障センターと共用あり）

５ 業 務 概 要 � 宿泊、休養等の施設の提供に関すること。

� その他必要な業務

６ 指定管理者の

業務

� 更生センターの事業の実施に関する業務

� 更生センターの利用の許可に関する業務

� 更生センターの利用に係る料金の収受に関する

業務

� 更生センターの利用の促進に関する業務

� 更生センターの施設、附属設備及び備品の維持

管理に関する業務

� その他知事が定める業務

７ 管理の基準 愛媛県障がい者更生センター管理条例（平成１７年愛

媛県条例第５７号）の規定によるほか、更生センター

の管理運営に当たっては、関係法令を遵守すること。

２ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

３ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、愛媛県内に事務所を置き、社会福

祉事業に関する活動実績を有し、身障センター及び更生センタ

ーの指定管理者の募集に係る参加意思表明書を提出した法人そ

の他の団体（以下「法人等」という。）で、次のいずれにも該

当しないものとする。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条の
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規定により愛媛県における一般競争入札の参加資格を有しな

い法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）等の

規定に基づき更生、再生又は破産手続等をしている法人等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制下にある法人等

ク 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるも

のの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれかに

該当する者がいる法人等

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に規

定する暴力団排除措置事由に該当する者

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月７日（火）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものにより、

７に掲げる場所へ同日午後５時１５分までに必着のこと。

４ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 身障センター及び更生センターの管理を適正かつ確実に行

うことができると認められるものであること。

イ 身障センター及び更生センターの設置の目的を最も効果的

かつ効率的に達成することができると認められるものである

こと。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補者を選定する。

ただし、申請者が１団体のみであった場合には、審査会によ

る審査を省略する場合がある。

５ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� 身障センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 更生センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度における申請

者の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書その他

経営の状況を明らかにする書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における申請者の事業

計画書及び収支予算書

� 申請者の概要を記載した書類（社会福祉事業の活動実績を含

む。）

� 役員名簿

	 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書


 法人税並びに消費税及び地方消費税について、未納の税額が

ないことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

６ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

７ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部生きがい推進局障がい福祉課障がい施設係

電話番号 （０８９）９１２―２４２１

８ その他

詳細は、募集要項による。
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愛媛県視聴覚福祉センターの指定管理者の募集について

愛媛県視聴覚福祉センターの指定管理者を次のとおり募集する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 愛媛県視聴覚福祉センター（以下「視聴覚センター」という。）

の概要

１ 所 在 地 愛媛県松山市本町６丁目１１番５号

２ 法的位置付け 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に基づ

く視聴覚障害者情報提供施設（無料又は低額な料金

で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害

者用の録画物その他各種情報を記録した物であって

専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、又は点

訳若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣

その他の便宜を供与する施設）

３ 設 置 目 的 視聴覚障がい者の自立と社会参加を一層促進するた

め、総合的な福祉サービスの拠点となるような複合

施設として、視聴覚障がい者への情報提供や各種訓

練、ボランティアの養成、文化活動の支援等を行う。

４ 施 設 概 要 � センター棟 鉄筋コンクリート造地上４階地下

１階建（多目的ホール、ビデオ制作室、書庫等）

� 駐車場 乗用車２０台（うち身体障がい者用２台）

５ 業 務 概 要 � 点字図書館に関すること。

� 点字図書及び視覚障害者用の録音物の製作並び

に点字出版に関すること。

� 聴覚障害者情報提供施設に関すること。

� 聴覚障害者用の録画物の製作に関すること。

� 視聴覚障害者の各種相談に関すること。

� 点字奉仕員等の養成その他視聴覚障害者の福祉

に関するボランティア活動の促進に関すること。
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� 視聴覚障害者の文化活動の支援に関すること。

� 視覚障害者の生活訓練に関すること。

� 聴覚障害者の聴能訓練に関すること。

� 各種の行事又は集会に必要な施設の提供に関す

ること。

� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� 視聴覚センターの事業の実施に関する業務

� 視聴覚センターの利用の許可に関する業務

� 視聴覚センターの利用に係る料金の収受に関する業務

	 視聴覚センターの利用の促進に関する業務


 視聴覚センターの施設、附属設備及び備品の維持管理に関す

る業務

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県視聴覚福祉センター管理条例（平成１７年愛媛県条例第５８

号）の規定によるほか、視聴覚センターの管理運営に当たっては、

関係法令を遵守すること。

４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、愛媛県内に事務所を置き、社会福

祉事業に関する活動実績を有し、視聴覚センターの指定管理者

の募集に係る参加意思表明書を提出した法人その他の団体（以

下「法人等」という。）で、次のいずれにも該当しないものと

する。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条の

規定により愛媛県における一般競争入札の参加資格を有しな

い法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）等の

規定に基づき更生、再生又は破産手続等をしている法人等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制下にある法人等

ク 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるも

のの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれかに

該当する者がいる法人等

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に該

当する者

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月７日（火）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものにより、

９に掲げる場所へ同日午後５時１５分までに必着のこと。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 視聴覚センターの管理を適正かつ確実に行うことができる

と認められるものであること。

イ 視聴覚センターの設置の目的を最も効果的かつ効率的に達

成することができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補者を選定する。

ただし、申請者が１団体のみであった場合には、審査会によ

る審査を省略する場合がある。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� 視聴覚センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画

書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

	 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度における申請

者の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書その他

経営の状況を明らかにする書類


 申請書を提出する日の属する事業年度における申請者の事業

計画書及び収支予算書

� 申請者の概要を記載した書類（社会福祉事業の活動実績を含

む。）

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書

� 法人税並びに消費税及び地方消費税について、未納の税額が

ないことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部生きがい推進局障がい福祉課障がい施設係

電話番号 （０８９）９１２―２４２１

１０ その他

詳細は、募集要項による。
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愛媛県在宅介護研修センターの指定管理者の募集について

愛媛県在宅介護研修センターの指定管理者を次のとおり募集する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 愛媛県在宅介護研修センター（以下「センター」という。）の

概要

１ 所 在 地 松山市末町甲９番地１

２ 設 置 目 的 介護を必要とする高齢者を支えるため、その家族、

ボランティア等に対して在宅介護に関する研修を行

うとともに、介護に関する相談、情報の提供等を行

う。

３ 施 設 概 要 � 敷地面積 １，７１０．８１�
� 建物構造

鉄筋コンクリート造銅板ぶき４階建て

延床面積 １，１１９．１０�
� 建築年月：昭和６１年３月

４ 業 務 概 要 � 介護を必要とする高齢者を支える家族、ボラン

ティアなど一般県民に対する在宅介護の研修に関

すること。

� 介護に関する相談に関すること。

� 介護に関する情報の提供に関すること。

� 介護にかかわる関係団体等との連絡調整に関す

ること。

� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� 研修に関する業務

� 介護に関する相談に関する業務

� 介護に関する情報の提供に関する業務

� 介護にかかわる関係団体等との連絡調整に関する業務

� センターの利用の促進に関する業務

� センターの施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県在宅介護研修センター管理条例（平成１５年愛媛県条例第

６３号）の規定によるほか、センターの管理運営に当たっては、関

係法令を遵守すること。

４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格を有するものは、指定期間中、適切にセンターの管

理運営を行うことができる法人その他の団体（以下「法人等」

という。）で、愛媛県内に主たる事務所を置く又は置こうとす

る法人等で、建物内の指定する場所で、法人等の自主事業とし

てデイサービス等の介護サービス事業を実施することが可能な

法人等とし、次のいずれにも該当しないものとする。

また、申請に当たっては、あらかじめ参加意思表明書を提出

しておく必要がある。

なお、法人等の組織の形態（株式会社、任意団体等）は問わ

ないが、個人での申請はできない。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条の

規定により愛媛県における一般競争入札の参加資格を有しな

い法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）等の

規定に基づき更生、再生又は破産手続等をしている法人等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消し

を受けたことがある法人等

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制下にある法人等

ク 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるも

のの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれかに

該当する者がいる法人等

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に該

当する者

� 複数の法人等での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同（以下「コンソーシアム」という。）によ

る申請ができる。この場合、次の事項に留意すること。

ア コンソーシアムの適切な名称を設定し、代表となる法人等

（以下「代表団体」という。）を選定すること。

イ 申請書提出後に、代表団体を変更し、又は構成員の全部又

は一部を変更すること（特定の構成員を除外し、又は新たな

法人等を追加する場合を含む。）は、原則として認めない。

ただし、特別な事情により、愛媛県がやむを得ないと認め

た場合に限り、変更できるものとする。

ウ 単独で申請を行った法人等が、他の申請者（コンソーシア

ム）の構成員となることはできない。

また、同時に複数のコンソーシアムの構成員となることは

できない。

エ コンソーシアムの全ての構成員が�の申請資格を満たして
いる必要がある。

� 新設法人等の扱い

センターの管理運営のため、新たに法人等を設立する場合は、

申請時に設立していなくても、その名称等を使用して申請でき

ることとする。

ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理

者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法務局

登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月７日（火）から

９月３日（月）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等に

より提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれ
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らに準ずるものにより、９に掲げる場所へ同日午後５時１５分ま

でに必着のこと。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア センターの管理を適正かつ確実に行うことができると認め

られること

イ センターの設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成する

ことができると認められること

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補者を選定する。

ただし、申請者が１団体のみであった場合には、審査会によ

る審査を省略する場合がある。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における申

請者の決算報告書等経営状況を明らかにする書類

� 申請書類を提出する日の属する事業年度における申請者に関

する事業計画書及び収支予算書

� 申請者の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書

	 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書


 印鑑証明書

� 申請書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課介護研修係

電話番号 （０８９）９１２―２３３８

１０ その他

詳細は、募集要項による。
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愛媛国際貿易センターの指定管理者の募集について

愛媛国際貿易センターの指定管理者を次のとおり募集する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 愛媛国際貿易センター（以下「センター」という。）の概要

１ 所 在 地 愛媛県松山市大可賀二丁目１番２８号

２ 設 置 目 的 貿易の振興を通じて経済及び文化の国際交流を促進

するため、国際見本市、展示会等の開催に必要な施

設を提供する。

３ 主 な 施 設 � 大展示場 約４，５００�
� 小展示場 約２，１００�
� ＦＡＺプラザ 約３，５００�
� 小展示場屋上 約６００�
� 会議室 ６室

� 旧愛媛県物産観光センターの一部

� 立体駐車場 ６３５台

４ 業 務 概 要 � 国際見本市、展示会等の開催に必要な施設の提

供

� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� センターの業務の実施に関する業務

� センターの利用の許可に関する業務

� センターの利用に係る料金の収受に関する業務

� センターの利用の促進に関する業務

� センターの施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

� その他知事が定める業務

� センターが所在する建物の共用部分等の管理に関する業務

３ 管理の基準

愛媛国際貿易センター管理条例（平成１７年愛媛県条例第５９号）

の規定によるほか、センターの管理運営に当たっては、関係法令

を遵守すること。

４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、センターの指定管理者の募集に係

る参加意思表明書を提出した法人その他の団体（以下「法人等」

という。）で、次の条件を満たすものとする。

ア 愛媛県内に主たる事務所（本社機能を有するもの）を設置

する又は設置しようとする法人等

イ 次のいずれにも該当しない法人等

� 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条

の規定により、愛媛県における一般競争入札の参加資格を

有しない法人等

� 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）

等の規定に基づき更生、再生又は破産手続等をしている法

人等

� 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製

造の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に

基づく入札参加資格停止措置を受けている法人等

� 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納してい

る法人等

� 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項

の規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

� 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

	 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でな

くなった日から５年を経過しない者の統制下にある法人等


 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがある

ものの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれ
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かに該当する者がいる法人等

ａ 成年被後見人又は被保佐人

ｂ 破産者で復権を得ない者

ｃ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又

はその刑の執行を受けることがなくなった日から５年を

経過しない者

ｄ 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に

該当する者

� 複数の団体での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同による申請ができる。

� 新設法人等の扱い

センターの管理運営のため、新たに法人等を設立する場合は、

申請時に設立していなくても、その名称等を使用して申請でき

ることとする。

ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理

者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法務局

登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月２７日（月）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等（書留、簡易書留又は信書

便でこれらに準ずるものをいう。以下同じ。）の場合は、９に

掲げる場所へ同日午後５時１５分までに必着のこと。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア センターの管理を適正かつ確実に行うことができると認め

られるものであること。

イ センターの設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成する

ことができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補者を選定する。

ただし、申請者が１団体のみであった場合には、審査会によ

る審査を省略する場合がある。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における申

請者の決算報告書等経営状況を明らかにする書類

� 申請書類を提出する日の属する事業年度における申請者に関

する事業計画書及び収支予算書

� 申請者の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書

	 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書


 印鑑証明書

� 申請書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等の場

合は、９に掲げる場所へ同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県経済労働部産業雇用局産業政策課貿易海運係

電話番号 （０８９）９１２―２４６５

１０ その他

詳細は、募集要項による。

�������
�公 告

テクノプラザ愛媛の指定管理者の募集について

テクノプラザ愛媛の指定管理者を次のとおり募集する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ テクノプラザ愛媛（以下「プラザ」という。）の概要

１ 所 在 地 本館

愛媛県松山市�米窪田町３３７番地１
別館

愛媛県松山市�米窪田町４８７番地２

２ 設 置 目 的 企業の技術の高度化及び新たな事業の創出並びに先

端技術に関する知識の普及を図るため、各種の情報

提供を行うとともに、研究開発、研修、交流又は創

業に必要な施設等を提供する。

３ 主 な 施 設 本館

� 敷地面積 １０，２１４�
� 建物

鉄筋コンクリート造３階建て

延床面積 ５，９１５．０９�
� 主な施設

テクノホール、会議室、特別会議室、小会議室、

研修室、ＯＡ研修室、共同研究室、インキュベー

ト・ルーム、特許公報閲覧室等

� その他

駐車場等

別館

� 敷地面積 ６，９３７�
� 建物

鉄筋コンクリート造２階建て

延床面積 １，５５９．０９�
� 主な施設

会議室、インキュベート・ルーム等

� その他

駐車場等

４ 業 務 概 要 � 企業の技術の高度化及び新たな事業の創出の支

援並びに先端技術に関する知識の普及を図るため

に必要な各種の情報提供

� 研究開発、研修、交流又は創業に必要な施設等

の提供

� その他プラザの管理運営に必要な業務

２ 指定管理者の業務

� プラザの事業の実施に関する業務（ただし、知事が定める業

務を除く。）

� プラザの利用の許可に関する業務

� プラザの利用に係る料金の収受に関する業務

� プラザの利用の促進に関する業務

� プラザの施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務
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� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

テクノプラザ愛媛管理条例（平成１７年愛媛県条例第６１号）等の

規定によるほか、プラザの管理運営に当たっては、関係法令を遵

守すること。

４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、プラザの指定管理者の募集に係る

参加意思表明書を提出した法人その他の団体（以下「法人等」

という。）で、次の条件を満たすものとする。

ア 愛媛県内に主たる事務所（本社機能を有するもの）を設置

する又は設置しようとする法人等

イ 次のいずれにも該当しない法人等

� 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条

の規定により愛媛県における一般競争入札の参加資格を有

しない法人等

� 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）

等の規定に基づき更生、再生又は破産手続等をしている法

人等

� 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製

造の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に

基づく入札参加資格停止措置を受けている法人等

� 愛媛県税、法人税、消費税又は地方消費税を滞納してい

る法人等

� 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項

の規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

� 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

� 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でな

くなった日から５年を経過しない者の統制下にある法人等

� 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがある

ものの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれ

かに該当する者がいる法人等

ａ 成年被後見人又は被保佐人

ｂ 破産者で復権を得ない者

ｃ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又

はその刑の執行を受けることがなくなった日から５年を

経過しない者

ｄ 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に

該当する者

� 複数の法人等での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同による申請ができる。

� 新設法人等の扱い

プラザの管理運営のため、新たに法人等を設立する場合は、

申請時に設立していなくても、その名称等を使用して申請でき

ることとする。

ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理

者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法務局

登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月２７日（月）から

９月３日（月）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等に

より提出する場合は、書留、簡易書留又はこれらに準ずる信書

便により、９に掲げる場所へ同日午後５時１５分までに必着のこ

と。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア プラザの管理を適正かつ確実に行うことができると認めら

れること。

イ プラザの設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成するこ

とができると認められること。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補者を選定する。

ただし、申請者が１団体のみであった場合には、審査会によ

る審査を省略する場合がある。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� プラザの管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における申

請者の決算報告書等経営状況を明らかにする書類

� 申請書類を提出する日の属する事業年度における申請者に関

する事業計画書及び収支予算書

� 申請者の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納の税額がない旨の証明書

	 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書


 印鑑証明書

� 申請書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県経済労働部産業支援局産業創出課新事業支援係

電話番号 （０８９）９１２―２４７２

１０ その他

詳細は、募集要項による。

	
	
	
	
�公 告

えひめ森林公園の指定管理者の募集について

えひめ森林公園の指定管理者を次のとおり募集する。
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平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ えひめ森林公園（以下「公園」という。）の概要

１ 所 在 地 愛媛県伊予市上三谷歯朶谷山国有林並びに伊予郡砥

部町七折笹ケ平山国有林及び大谷山国有林

２ 設 置 目 的 県民が自然との触れ合いを通じて森林のもつ公益的

機能と林業に対する理解を深めるとともに、その保

健及び休養に資する都市近郊型森林レクリエーショ

ンの場を提供する。

３ 施 設 概 要 � 敷地面積 約１０４�
� 管理施設

管理棟・森林学習展示館（１棟・４２０�、木造
３階建）、ログハウス（１棟・２４�）

� 学習展示施設

実習用苗畑（６５０�）、野外学習展示林（３．０�）、
昆虫観察飼育施設（１棟・２１�）、林間学習広場
（３，０００�）、きのこ栽培園（１，１０９�）、山菜栽
培園（４，７００�）

� 造成園地（森）

生産の森（１．１�）、世界の森（１．０�）、郷土
の森（１．７�）、野鳥の森（２．２�）、詩歌俳諧の
森（１０．０�）、県民参加の森（５２．８�）

� レクリエーション施設

キャンプ場（２０サイト／６，４００�）、林間広場
（２ヶ所（第１林間広場／６，１３４�、第２林間広
場／４，９４９�））、フィールドアスレチック（２５
ポイント）、自然観察道（９，５５７ｍ）

� 公共利用施設

駐車場（３ヶ所、６，９２７�）、公衆便所（３ヶ
所、６０．８７�）、バンガロー（２棟、１９．８８�）

４ 業 務 概 要 � 県民の保健、休養及び森林体験の場の提供に関

すること。

� 森林及び林業に関する資料の展示に関すること。

� 森林及び林業に関する学習活動の指導に関する

こと。

� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� 公園の業務の実施に関する業務

� 公園の利用の許可（えひめ森林公園管理条例（平成１７年愛媛

県条例第６５号。以下「条例」という。）第９条第１項の許可に

限る。）に関する業務

� 公園の利用の促進に関する業務

� 公園の施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

条例第４条から第１３条までの規定による。

４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を置き、又は

置こうとする法人その他の団体（以下「法人等」という。）で、

次のいずれにも該当しないものとする。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条第

１項の規定により、県における一般競争入札の参加資格を有

しない法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）の規

定に基づく更正手続、再生手続又は破産手続をしている法人

等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 県における指定管理者の指定の手続において、その公正な

手続を妨げた法人等又は公正な価格の成立を害し、若しくは

不正の利益を得るために連合した法人等

キ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

ク 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）

の統制下にある法人等

ケ 役員（法人以外の団体で、代表者又は管理人の定めがある

ものにあっては、代表者又は管理人を含む。）のうちに、次

のいずれかに該当する者がいる法人等

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に該

当する者

� 複数の団体での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の団体での共同による申請ができる。

� 新設法人等の扱い

公園の管理運営のため、新たに法人等を設立する場合は、申

請時に設立していなくても、その名称等を使用して申請できる

こととする。

ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理

者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法務局

登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項

指定管理者の指定の申請を希望する法人等は、本申請に先立

って、参加意思表明書を提出するものとする。

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月７日（火）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものにより、

９に掲げる場所へ同日午後５時１５分までに必着のこと。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 公園の管理を適正かつ確実に行うことができると認められ

るものであること。

イ 公園の設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成すること

ができると認められるものであること。
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� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補者を選定する。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等（以下「申請者」という。）

は、次の書類を提出するものとする。

� 指定管理者指定申請書

� 公園の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度における申請

者の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益

処分計算書その他経営の状況を明らかにする書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における申請者の事業

計画書及び収支予算書

� 申請者の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書

	 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書


 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当がないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県農林水産部森林局森林整備課保護緑化係

電話番号 （０８９）９１２―２５９７

１０ その他

詳細は、募集要項による。
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松山観光港ターミナルの指定管理者の募集について

松山観光港ターミナルの指定管理者を次のとおり募集する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 松山観光港ターミナル（以下「ターミナル」という。）の概要

１ 所 在 地 愛媛県松山市高浜五丁目２２５９番地１

２ 設 置 目 的 県都松山市の海の玄関としてふさわしい、利用者や

県民の憩いの場となる、効率的で機能的な旅客施設

とする。

３ 施 設 概 要 ターミナルビル（鉄骨造２階）及び高架通路

旅客施設：待合室、多目的ホール、案内所等

共用施設：衛生施設、廊下、階段、機械室等

※ターミナルビルは、愛媛県と松山観光港ターミナ

ル株式会社との共有建物であり、指定管理者の管

理に係る部分は、愛媛県の指定部分のみである。

２ 指定管理者の業務

� 旅客施設の施設、附属設備及び備品の維持管理に関すること

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県港湾管理条例（昭和２８年愛媛県条例第４７号）第１５条の５

から第１５条の７までの規定によるほか、ターミナルの管理に当た

っては、関係法令を遵守すること。

４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所（本社機能を

有するもの）を置き、又は置こうとするもので、ターミナルの

指定管理者の募集に係る参加意思表明書を提出した法人その他

の団体（以下「法人等」という。）で、次のいずれにも該当し

ないものとする。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条の

規定により愛媛県における一般競争入札の参加資格を有しな

い法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）等の

規定に基づき更生、再生又は破産手続等をしている法人等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱又は愛媛県製造

の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱に基づ

く入札参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制下にある法人等

ク 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるも

のの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれかに

該当する者がいる法人等

ａ 成年被後見人又は被保佐人

ｂ 破産者で復権を得ない者

ｃ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

ｄ 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱第２条に該

当する者

� 複数の法人等での共同申請

サービスの向上又は効率的管理を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同による申請ができる。

� 新設法人等の扱い

ターミナルの管理運営のため、新たに法人等を設立する場合

は、申請時に設立していなくても、その名称等を使用して申請

できることとする。

ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理

者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法務局

登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項
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参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月７日（火）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等（書留若しくは簡易書留又

は信書便でこれらに準ずるものをいう。）の場合は、９に掲げ

る場所へ、同日午後５時１５分までの必着とする。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア ターミナルの管理を適正かつ確実に行うことができると認

められるものであること。

イ ターミナルの設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成す

ることができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者等の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補を選定する。

ただし、申請者が１団体のみであった場合には、審査会によ

る審査を省略する場合がある。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� ターミナルの管理に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款又は寄付行為及び法人登記事項証明書

� 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における申

請者の決算報告書等経営状況を明らかにする書類

� 申請書類を提出する日の属する事業年度における申請者に関

する事業計画書及び収支予算書

� 申請者の概要を記載した書面

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納の税額がない旨の証明書

	 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書


 印鑑証明書

� 申請書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等の場

合は、９に掲げる場所へ、同日午後５時１５分までの必着とする。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部河川港湾局港湾海岸課管理係

電話番号（０８９）９１２―２６９１

１０ その他

詳細は、募集要項による。
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愛媛県立都市公園（道後公園）の指定管理者の募集について

愛媛県立都市公園（道後公園）の指定管理者を次のとおり募集す

る。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 道後公園の概要

１ 所 在 地 愛媛県松山市道後公園

２ 設 置 目 的 県民の憩い、安らぎの場とするとともに、中世の湯

築城跡を復元、保存、活用することにより散策、休

憩しながら歴史を学べる施設として設置している。

３ 施 設 概 要 主要施設

管理棟（資料館） １棟 ２７１．００�
（うち資料館９６�）

復元武家屋敷 ２棟 １６０．９０�
土塀 ８か所 約１２０ｍ

土塁展示室 ５７．０８�

２ 指定管理者の業務

� 歴史学習の場としての湯築城跡の管理運営

� 都市公園施設及び遊具の提供

� その他必要な業務

３ 管理の基準

愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）第１５条か

ら第１５条の１５までの規定によるほか、道後公園の管理運営に当た

っては、関係法令を遵守すること。

４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を置き、又は

置こうとする法人等の団体で、道後公園の指定管理者の募集に

係る参加意思表明書を提出した法人その他の団体（以下「法人

等」という。）で、次のいずれにも該当しないものとする。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条の

規定により、愛媛県における一般競争入札の参加資格を有し

ない法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）、破産法（平成１６年法律第７５号）等の規

定に基づき、更生、再生又は破産手続等をしている法人等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱（昭和６３年８月

１日制定）又は愛媛県製造の請負等に係る入札参加資格停止

措置等に関する要綱（平成１２年２月２３日制定）に基づく入札

参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制の下にある法人等

ク 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるも

のの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれかに

該当する者がいる法人等

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者
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� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱（平成１８年

２月８日制定）第２条に該当する者

� 複数の法人等での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同による申請ができる。

� 新設法人等の扱い

道後公園の管理運営のため、新たに法人等を設立する場合は、

申請時に設立していなくても、その名称等を使用して申請でき

ることとする。

ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理

者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法務局

登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月７日（火）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものにより、

同日午後５時１５分までに必着のこと。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 道後公園の管理を適正かつ確実に行うことができると認め

られるものであること。

イ 道後公園の設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成する

ことができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補者を選定する。

ただし、申請者が１団体のみであった場合には、審査会によ

る審査を省略する場合がある。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� 道後公園の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における団

体の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益

処分計算書等の経営状況を明らかにする書類

� 申請書類を提出する日の属する事業年度における団体に関す

る事業計画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書

	 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書


 印鑑証明書

� 申請書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市整備課都市公園管理係

電話番号 （０８９）９１２―２７４６

１０ その他

詳細は、募集要項による。
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愛媛県立都市公園（総合運動公園）の指定管理者の募集につ

いて

愛媛県立都市公園（総合運動公園）の指定管理者を次のとおり募

集する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 総合運動公園（とべ動物園、自由広場及び駐車場を除く。以下

同じ。）の概要

１ 所 在 地 愛媛県松山市上野町乙４６番地

２ 設 置 目 的 愛媛県のスポーツ振興を図るとともに、幅広いレク

リエーション活動に対応することにより、スポーツ

立県えひめの実現に貢献する施設として設置してい

る。

３ 施 設 概 要 主要施設

陸上競技場（３３，５９０�、鉄筋コンクリート３階
（一部鉄骨４階））、体育館（９，０７１�主体育館２，１
４２�、補助体育館１，１７８�）、テニスコート（１６，６６
０�、１６面）、補助競技場（１９，３００�）、球技場
（１９，９２０�）、弓道場（１，７０４�）、相撲場（８，０００
�）、多目的広場（１２，３２０�）、キャンプ場（５，００
０�）

２ 指定管理者の業務

� 総合運動公園内の有料公園施設の適正な供用

� 総合運動公園内の施設、備品の維持管理

� その他必要な業務

３ 管理の基準

愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）第１５条か

ら第１５条の１５までの規定によるほか、総合運動公園の管理運営に

当たっては、関係法令を遵守すること。

４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を置き、又は

置こうとする法人等の団体で、総合運動公園の指定管理者の募

集に係る参加意思表明書を提出した法人その他の団体（以下

「法人等」という。）で、次のいずれにも該当しないものとす

る。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条の

規定により、愛媛県における一般競争入札の参加資格を有し

ない法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）、破産法（平成１６年法律第７５号）等の規

定に基づき、更生、再生又は破産手続等をしている法人等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱（昭和６３年８月

１日制定）又は愛媛県製造の請負等に係る入札参加資格停止
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措置等に関する要綱（平成１２年２月２３日制定）に基づく入札

参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制の下にある法人等

ク 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるも

のの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれかに

該当する者がいる法人等

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱（平成１８年

２月８日制定）第２条に該当する者

� 複数の法人等での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同による申請ができる。

� 新設法人等の扱い

総合運動公園の管理運営のため、新たに法人等を設立する場

合は、申請時に設立していなくても、その名称等を使用して申

請できることとする。

ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理

者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法務局

登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月７日（火）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものにより、

同日午後５時１５分までに必着のこと。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 総合運動公園の管理を適正かつ確実に行うことができると

認められるものであること。

イ 総合運動公園の設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成

することができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補者を選定する。

ただし、申請者が１団体のみであった場合には、審査会によ

る審査を省略する場合がある。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� 総合運動公園の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における団

体の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益

処分計算書等の経営状況を明らかにする書類

� 申請書類を提出する日の属する事業年度における団体に関す

る事業計画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書

	 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書


 印鑑証明書

� 申請書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市整備課都市公園管理係

電話番号 （０８９）９１２―２７４６

１０ その他

詳細は、募集要項による。

�������
�公 告

愛媛県立都市公園（とべ動物園）の指定管理者の募集につい

て

愛媛県立都市公園（とべ動物園）の指定管理者を次のとおり募集

する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ とべ動物園（総合運動公園の自由広場及び駐車場を含む。以下

同じ。）の概要

１ 所 在 地 愛媛県伊予郡砥部町上原町２４０番地

２ 設 置 目 的 世界中の動物をバランスよく集め、来園者にレクリ

エーションを提供するとともに、希少動物の繁殖、

自然環境問題への提言や情操教育、生涯学習にも貢

献する施設として設置している。

３ 施 設 概 要 主要施設

獣舎 カンガルー・ワラビー舎ほか３７棟

管理施設 管理事務所ほか１５棟

便益施設 便所ほか８棟

２ 指定管理者の業務

� とべ動物園並びに総合運動公園の自由広場及び駐車場の供用

� 動物の飼育管理

� その他必要な業務

３ 管理の基準

愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）第１５条か

ら第１５条の１５までの規定によるほか、とべ動物園の管理運営に当

たっては、関係法令を遵守すること。
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４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を置き、又は

置こうとする法人等の団体で、とべ動物園の指定管理者の募集

に係る参加意思表明書を提出した法人その他の団体（以下「法

人等」という。）で、次のいずれにも該当しないものとする。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条の

規定により、愛媛県における一般競争入札の参加資格を有し

ない法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）、破産法（平成１６年法律第７５号）等の規

定に基づき、更生、再生又は破産手続等をしている法人等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱（昭和６３年８月

１日制定）又は愛媛県製造の請負等に係る入札参加資格停止

措置等に関する要綱（平成１２年２月２３日制定）に基づく入札

参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制の下にある法人等

ク 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるも

のの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれかに

該当する者がいる法人等

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱（平成１８年

２月８日制定）第２条に該当する者

� 複数の法人等での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同による申請ができる。

� 新設法人等の扱い

とべ動物園の管理運営のため、新たに法人等を設立する場合

は、申請時に設立していなくても、その名称等を使用して申請

できることとする。

ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理

者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法務局

登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月７日（火）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものにより、

同日午後５時１５分までに必着のこと。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア とべ動物園の管理を適正かつ確実に行うことができると認

められるものであること。

イ とべ動物園の設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成す

ることができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補者を選定する。

ただし、申請者が１団体のみであった場合には、審査会によ

る審査を省略する場合がある。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� とべ動物園の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における団

体の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益

処分計算書等の経営状況を明らかにする書類

� 申請書類を提出する日の属する事業年度における団体に関す

る事業計画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書

	 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書


 印鑑証明書

� 申請書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市整備課都市公園管理係

電話番号 （０８９）９１２―２７４６

１０ その他

詳細は、募集要項による。

�������
�公 告

愛媛県立都市公園（南予レクリエーション都市公園）の指定

管理者の募集について

愛媛県立都市公園（南予レクリエーション都市公園）の指定管理

者を次のとおり募集する。

平成３０年８月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 南予レクリエーション都市公園（以下「南レク公園」という。）

の概要
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１ 所 在 地 愛媛県宇和島市津島町ほか

２ 設 置 目 的 南予地方の美しい自然と豊かな人情にあふれた風土

を背景に、緑と海をテーマに「見る、楽しむ、憩う、

学ぶ、鍛える」を盛り込んだレクリエーション施設

として設置している。

３ 施 設 概 要 第１号公園（宇和島市津島町）

日本庭園南楽園、ローラースケート場、イベント

広場、オートキャンプ場ほか

第３号公園（愛南町）

野球場、テニスコート、多目的広場、屋内運動場、

球技広場、宇和海展望タワー、キャンプ場、紫電

改展示館、こども動物園 ほか

第４号公園（宇和島市津島町）

ゴーカート場、テニスコート ほか

第５号公園（愛南町）

御荘プール ほか

第６号公園（宇和島市日振島）

キャンプ広場 ほか

第７号公園（愛南町）

ジャンボスライダー、スロープカー ほか

２ 指定管理者の業務

� 南レク公園施設の供用

� 南レク公園内の施設及び備品等の維持管理

� その他必要な業務

３ 管理の基準

愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）第１５条か

ら第１５条の１５までの規定によるほか、南レク公園の管理運営に当

たっては、関係法令を遵守すること。

４ 指定期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間（予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を置き、又は

置こうとする法人等の団体で、南レク公園の指定管理者の募集

に係る参加意思表明書を提出した法人その他の団体（以下「法

人等」という。）で、次のいずれにも該当しないものとする。

ア 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３１条の

規定により、愛媛県における一般競争入札の参加資格を有し

ない法人等

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）、破産法（平成１６年法律第７５号）等の規

定に基づき、更生、再生又は破産手続等をしている法人等

ウ 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱（昭和６３年８月

１日制定）又は愛媛県製造の請負等に係る入札参加資格停止

措置等に関する要綱（平成１２年２月２３日制定）に基づく入札

参加資格停止措置を受けている法人等

エ 愛媛県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している

法人等

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の

規定による指定の取消しを受けたことがある法人等

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制の下にある法人等

ク 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるも

のの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれかに

該当する者がいる法人等

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者

� 愛媛県指定管理者に係る暴力団排除措置要綱（平成１８年

２月８日制定）第２条に該当する者

� 複数の法人等での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は、複

数の法人等での共同による申請ができる。

� 新設法人等の扱い

南レク公園の管理運営のため、新たに法人等を設立する場合

は、申請時に設立していなくても、その名称等を使用して申請

できることとする。

ただし、その場合には、愛媛県議会への当該施設の指定管理

者指定に係る議案上程までに、法人登記事項証明書又は法務局

登記官の受領書を提出する必要がある。

� 留意事項

参加意思表明書の提出期間は、平成３０年８月７日（火）から

９月３日（月）までの執務時間中（午前８時３０分から午後５時

１５分まで）とする。ただし、郵送等により提出する場合は、書

留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものにより、

同日午後５時１５分までに必着のこと。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 南レク公園の管理を適正かつ確実に行うことができると認

められるものであること。

イ 南レク公園の設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成す

ることができると認められるものであること。

� 選定方法

外部有識者の委員で構成する審査会での審査結果をもとに、

知事が指定管理者の候補者を選定する。

ただし、申請者が１団体のみであった場合には、審査会によ

る審査を省略する場合がある。

７ 申請に必要な書類

指定管理者の指定を申請する法人等は、次の書類を提出するも

のとする。

� 指定管理者指定申請書

� 南レク公園の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書類を提出する日の属する事業年度の前年度における団

体の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益

処分計算書等の経営状況を明らかにする書類

� 申請書類を提出する日の属する事業年度における団体に関す

る事業計画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 愛媛県税について、未納の税額がないことの証明書

	 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額がない

ことの証明書
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監 査 公 表

� 印鑑証明書

� 申請書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成３０年９月２１日（金）から２８日（金）までの執務時間中（午

前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし、郵送等によ

り提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに

準ずるものにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市整備課都市公園管理係

電話番号 （０８９）９１２―２７４６

１０ その他

詳細は、募集要項による。

�公表第９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成３０年８月７日

愛媛県監査委員 大 西 渡

同 梶 谷 大 治

同 本 田 和 良

同 永 井 一 平

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

公 営 企 業 管 理 局

総 務 課 平成３０年６月１４日

発 電 工 水 課 平成３０年６月１４日

県 立 病 院 課 平成３０年６月１４日

松 山 発 電 工 水 管 理 事 務 所 平成３０年６月１３日

今治地区工業用水道管理事務所 平成３０年６月１３日

西条地区工業用水道管理事務所 平成３０年６月８日

中 央 病 院 平成３０年６月１４日

今 治 病 院 平成３０年６月１３日

南 宇 和 病 院 平成３０年６月１１日

新 居 浜 病 院 平成３０年６月８日

（監査の結果）

平成２９年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 電気事業

� 畑寺発電所発電電力の売電契約に係る未収金について、適切な債

権管理に努められたい。

（平成３０年３月３１日現在 単位：円）

調定年度 債務者数 未収金額 備 考

２７年度 １者 ５４，９７１，８８２ 平成２９年度決算による

２ 工業用水道事業

� 松山・松前地区工業用水道事業については、給水能力と同量の契

約給水量を確保しており、経営成績は安定している。

今治地区工業用水道事業についても、給水能力と同量の契約給水

量の確保により経営成績自体は安定している。しかしながら、実績

給水率（契約給水量に対する実績給水量の比率）は依然として低調

であることから、給水契約の維持や新規需要の開拓など、事業の安

定を持続させるための取組が望まれる。

また、西条地区工業用水道事業については、前年度に引き続き純

利益を計上したものの、長期借入金と企業債を合わせると２０６億円

の借入残高があり、依然として厳しい財政状態にあることから、引

き続き企業立地の促進支援や既受水企業等への売水促進活動の一層

の強化等による新規需要の開拓等に努力を払われたい。

� 営業未収金（納期到来分）について、適切な債権管理と早期回収

に、引き続き努められたい。

（平成３０年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

西条地区工業用水道
給水料金 １９７，９６６ ０ １９７，９６６

３ 病院事業

� 外来患者数が増加したことから、医業収益は増加している。また、

「愛媛県立病院中期経営戦略」（平成２８年３月策定）に基づく各種

施策に引き続き取り組んだこと等により、純利益については、前年

度を２億３，８８６万円上回る４億５，６４８万円を確保している。

しかしながら、累積欠損金は１９９億円に上り、また、企業債２７２億

円や一般会計等からの長期借入金９３億円など、負債が資産を上回る

債務超過の状況になっており、依然として厳しい財政状態が続いて

いる。

病院事業を取り巻く環境は、医師不足などを背景に厳しい状況に

あると思われるが、中央・今治・南宇和・新居浜の４病院が、国の

医療制度改革や本県の地域医療構想との連携を図りつつ地域の中核

病院として高度で良質な医療を安定的に供給するとともに、引き続

き経営健全化に取り組まれたい。

また、「愛媛県立病院中期経営戦略」（平成２８年３月策定）に示

されている

・ドクターヘリを活用した救急医療体制の強化

・今治病院及び新居浜病院でのＤＰＣ（包括医療費支払制度）導

入に伴う診療の標準化、平均在院日数の短縮化等による診療単

価のアップ

・新居浜病院での整形外科再開に伴う診療機能や緊急手術への対

応機能の強化

・南宇和病院での地域包括ケア病床の効率的な運営

・後発医薬品の使用拡大 等

具体的な取り組みについては、おおむね順調に実施されており、平

成２９年度の病院事業決算は、平成２２年度から８年連続で経常黒字を

計上している。

しかしながら、未処理欠損金が多額であるなど、経営内容が厳し

い状況は依然として続いており、新居浜病院の建替えや今治病院の

建替えを含めた施設の老朽化対策など多額の資金を必要とする施設

の整備計画を進めていくためには、健全経営による資金の確保が重

要であることから、引き続き経営の健全化と経営体質の強化に努め

られたい。

� 廃止された三島病院及び北宇和病院に係る個人医業未収金及び医

業外未収金について、適切な債権管理と早期回収に、引き続き努め

られたい。

（平成３０年３月３１日現在 単位：円）

区 分 個人医業未収金
�

医業外未収金
�

計
�＋�

旧三島病院 １４，７１９，２７４ ４５，０２０ １４，７６４，２９４

旧北宇和病院 ２００，０００ ０ ２００，０００

計 １４，９１９，２７４ ４５，０２０ １４，９６４，２９４
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� 個人医業未収金の納期到来分３２４，０２３，１５５円（過年度未収金２６９，０

０８，８０９円、現年度未収金５５，０１４，３４６円）について、早期回収に、引

き続き努められたい。

（中央病院）

� 医業外未収金の納期到来分３，１１９，６８６円（過年度未収金８１９，１８８円、

現年度未収金２，３００，４９８円）について、早期回収に、引き続き努め

られたい。

（中央病院）

� 個人医業未収金の納期到来分４７，４３４，７７５円（過年度未収金３１，５９０

，８１７円、現年度未収金１５，８４３，９５８円）について、早期回収に、一層

努められたい。

（今治病院）

� 医業外未収金の納期到来分１９８，３２８円（過年度未収金１１２，２５７円、

現年度未収金８６，０７１円）について、早期回収に、引き続き努められ

たい。

（今治病院）

� 個人医業未収金の納期到来分１７，５９６，９９６円（過年度未収金１５，７３２

，３１２円、現年度未収金１，８６４，６８４円）について、早期回収に、引き

続き努められたい。

（南宇和病院）

� 医業外未収金の納期到来分８０，８９０円（過年度未収金４９，９９０円、現

年度未収金３０，９００円）について、早期回収に、引き続き努められた

い。

（南宇和病院）

� 個人医業未収金の納期到来分５１，８１１，６７０円（過年度未収金４４，７１５

，４０９円、現年度未収金７，０９６，２６１円）について、早期回収に、引き

続き努められたい。

（新居浜病院）

� 医業外未収金の納期到来分３９３，６０５円（過年度未収金３２８，２６５円、

現年度未収金６５，３４０円）について、早期回収に、より一層努められ

たい。

（新居浜病院）

平成３０年８月７日 発行
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